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組合等の動き（合同就職ガイダンス、暮らしと家具の祭典ほか）  ２～３
中央会の動き（中小建設業支援セミナーほか）  ３
８月の景況調査　４　海外レポート（ニューヨーク） ５

組合士試験の案内　６　組合クリニック（組合Ｑ＆Ａ） ７
中央会事業の予定表（10 月～３月） ８
事務局だより（研修会・懇談会等の案内ほか） ８～９

　最近、組合や企業の方々か
ら、人材の確保が厳しくなっ
ており、特に新規学卒者の採
用が困難だとの話をよく聞く。
数字をみても、全国、岐阜県
ともに、有効求人倍率、新規

求人倍率ともに９０年代前半の水準まで上昇している。
また、商工中金が今年２月時点で行った「中小企業の
採用動向調査」をみても、人材が「不足している」
企業が２９.５％と「過剰」の１６.９％を大きく上回り雇用
不足感が鮮明となっており、今年度の採用環境をみ
ても「悪い」が３３.７％

（特に新卒は３９.１％）で
「良い」は７.４％となっ
ている。これは、景気
回復傾向が強まってい
ることや人員構成で大きな比率を占める団塊の世代
が定年を迎えつつあることの反映と思われる。
　この傾向はより強まることが想定され、前記商工
中金の調査でも、今後１年間（計画）の採用をみて
も「増加」３２.６％が「減少」１２.１％を大きく上回って
いる。県内では特に工場立地件数日本一（０５年度）
でもあり、一層の逼迫が予想される。

　こうした中にあって、組合・企業は必要とされる人
材確保のため、それぞれの状況に応じた最適な方法
をとっておられることはいうまでもないが、若干の
感想を記させていただくことをお許し願いたい。
　まず、若年層であるが、インターンシップやデュ

魅力付けと効果的ＰＲを
～人材確保についての雑感

アルシステムの活用、いわゆる複線型採用の導入や
採用年齢の引き上げ、学歴にとらわれない人物本位
の採用等が考えられる。また、職場定着率の向上の
ためには、募集・採用段階において採用後の育成方針
に関する情報を伝えることが重要であり、「風通しの
いい職場づくり」や「若年者を成長させるための取
り組み」は高い賃金や実力主義の導入より効果的と
されている（０６年版中小企業白書）。
　女性や高齢者の能力活用も欠かせない。いずれも
高い就労意欲を持ちながら様々な問題を抱えている。
一人ひとりの課題に柔軟に対応し、仕事と家庭・個人

生活との両立支援が、
職場定着、人材確保、
勤労意欲の向上を通し
て組合・企業業績の改
善に有効だ。

　０６年版労働経済白書でも指摘しているように、
パート、アルバイト、派遣社員等非正規雇用が大幅
に増加（９０年が２０.２％だったのが０６年第１四半期は
３３.２％）し、就業形態が多様化している。こうした
雇用形態が、コスト抑制、柔軟な生産体制の構築に
貢献しているが、技能の継承、次代を担う優れた人
材の育成のためには、中長期的な視点に立った組合・
企業としての雇用システムの構築が大切だ。

　期待する人材の採用、離職率の引き下げ、労働生
産性の向上等のためには、職場の魅力付け、そして
それを効果的にアピールすることが大切ではないだ
ろうか。
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　岐阜県室内装飾事業協同組合（上野洋之進理事長）
は、２つの福祉施設に対し「ボランティア活動事業」
を実施し、カーテンの取り付けやクロスの張り替え
などを無償で行った。組合では「今後も継続し、社
会貢献を通じて室内装飾業界の知名度アップにつな
げたい。」と話していた。奉仕活動をした施設の園児
からは、『カーテンは大切に使います』といった感謝
の手紙が寄せられている。

　岐阜電気工事協同組合青年部（小林幹也部長）は、
独り暮らしの高齢の方々を対象に電気設備の無料点
検を実施した。訪問先では、タコ足配線の有無など
屋内配線や設備のチェックなどを行い、歓迎を受け
ていた。
　岐阜県建具工業組合（丹�義朗理事長）の各務原
支部では、市内の小中学校を訪れ、傷みがひどく
なった下駄箱や教室のドアなどをボランティアで修
繕した。２学期を迎える子供達のためにと毎年お盆
の時期に行っている。

組合が地域貢献活動を実施
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　土岐市内にある７つの陶磁器製造組合で組織する
土岐市陶磁器工業協同組合連絡協議会は、８月２４、
２５日の２日間、セラトピア土岐で地元の商社等を対
象に「セラミックメッセ土岐 ニューコレクション
２００６」を開催した。
　今年は、各組合傘下の１３６社が参加して「和のかた
ち」をテーマにしたテーブルコーディネート商品を
紹介し、新作の特徴や流行などを説明しながら様々
な「和」の提案を行った。各組合では、「陶磁器業界
は縮小傾向にあるものの、こうした展示会を契機に

地元の活性化につながれば」と大きな期待を寄せて
いた。
　また、瑞浪陶磁器工業協同組合（川口一理事長）
では２２日から２日間、瑞浪市総合文化センターで

「みずなみ四季の器展示会」を開催した。陶磁器製造
会社７社から独自の新作の皿、茶碗等、秋・冬物向
けを中心におよそ１,０００点が展示され、花や植物をか
たどったものや植物が絵付されたユニークな器も並
んでいた。川口理事長は、「瑞浪には若いデザイ
ナーも多く、それぞれが独自のコンセプトを持って
頑張っている。瑞浪から窯業界に新しい風を起した
い。」と意気込みを述べた。

土岐と瑞浪で新作の器を発表
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　岐阜県花崗岩販売協同組合（中谷潔理事長）は、
「第１６回石彫のつどい」を開催した。８月５日にファ
イナルセレモニーが組合事務所で行われ、組合員と
作家がペアになって石の彫刻に取り組んだ作品１２点
が披露された。
　なお、作品は組合で展示・販売している。蛭川の
御影石に関心のある方は、組合（０５７３－４５－２６１５）
までお問い合わせ下さい。

御影石を使った彫刻を披露 可茂建築解体処理協同組合

代表理事　長谷部　周　作

〒 505-0041　美濃加茂市太田町２７１番地の１
 �  〈0574〉  2 7 - 2 258
FAX〈0574〉   2 7 - 2 258

　人材確保に苦慮する組合員企業を支援するため、
川崎岐阜協同組合（福西紀雄理事長）と岐阜県金属
工業団地協同組合（今井哲夫理事長）が合同して、
就職ガイダンス「ジモテック」を８月１３、１４日に各
務原市産業文化センターで開催し、約２００人が来場
した。
　両組合から優良企業計１５社がブースを設け、人事
担当者らによる会社説明などが行われた。川崎岐阜
�の市原専務理事は「フリーターやニートなど、目
標を持たない若者が増えている中で、自動車部品や

航空機パーツなど中小企業の技術が世界中で使われ
ていることがあまり知られていない。こうした機会
を通じてものづくりの楽しさを若者などに伝え、優
秀な人材を確保したい。Ｉターン学生は勿論、お盆
の開催により帰省している学生等に“地元には優良
な中小企業がある”と
いうことを知ってもら
い、Ｕターンにつなげ
たい。」と開催の経緯に
ついて説明。参加企業
数社では、面談者の採
用を検討している。

合同で就職ガイダンスを開催

　多治見美濃焼卸センター協同組合（井澤佳則理事
長）は、組合のマスコットキャラクター“多治見ちゃ
わん一家”の絵本『ちゃわんいっかのあさごはん』
を製作した。
　「とうちゃわん」や「かあちゃわん」などが登場す
る絵本で、『食育』を通じて、朝食の大切さや茶碗を
大切にする心を育ててもらうとともに、美濃焼の振
興を図るのが狙い。１０月８、９日に行われる「たじ
み茶碗まつり」の会場では、絵本の読み聞かせなど
のイベントを行う予定。希望者には１冊＝１,０００円
で販売（組合事務所：０５７２－２７－７１１１）している。

また、９月１３日には井澤理事長らが県教育委員会を
訪れ、絵本を贈呈した。
　東濃地域では、各地で陶磁器のイベントが開催さ
れます。
９月２３・２４日＝秋の美濃焼まつり（土岐プレミアム・
アウトレット）
９月３０日・１０月１日＝
美濃焼窯場めぐり（市
之倉・笠原・下石・駄
知地区）
１０月８・９日＝たじみ
茶碗まつり（多治見美
濃焼卸センター�内）

「ちゃわん一家」の絵本を製作
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万一の事故から�
　　　　あなたの財産を守る�
　　　　　　　　　　火災共済�！！�

普通火災共済・総合火災共済の�

岐阜県火災共済協同組合�
岐阜市六条南2丁目11-1�
TEL（058）272-3555（代）�

南ひだウッド協同組合

代表理事　倉　地　�　司

〒509-2506　下呂市萩原町羽根４９５-６
 �  〈0576〉 52-3988
FAX〈0576〉 52-3828

　飛騨地域で受け継がれてきた匠の技による高級ブ
ランド家具の新作展示会「２００６年飛騨・高山暮らし
の家具の祭典」が９月６日�から１０日�までの５日
間、飛騨・世界生活文化センターをメイン会場に市
内各地で開催された。本祭典は、毎年９月に業界関
係者や一般消費者に飛騨の家具・木工の良さをア
ピールするとともに、県産品のさらなる振興に努め
ること目的に開催されている。
　飛騨デザイン展では、主催の協同組合飛騨木工連
合会（北村斉理事長）の会員企業２０社からリビング

テーブルやイスなど、天然の素材感を生かし、職人
の感性と技術が発揮された質の高い高級家具約７５０
点が出品された。
　また、イベントブースとして注目された「HIDA 
DESIGN STAGE」では、「生活を愉しみ・癒される

“日々のしつらい”」をテーマに、ダイニング、ホー
ムシアターや子供部屋などの６つのコーナーに、そ
れぞれ家具、オブジェや照明器具などを配置して、
飛騨の家具による新しい住環境を提案した。
　なお、１０月２０～２２日には、飛騨・世界生活文化セ
ンターで家具のオークションや工作教室などを行う

「秋の文化・産業フェスティバル」が開催される。

優れた新作家具類を一堂に展示
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　商工中金岐阜支店（長谷川昌和支店長）は、岐阜婦
人子供服工業組合（松原一廣理事長）と協力し、店内
ロビーにて８月１日から９月１日まで「オリベスクファッ
ション展」を開催した。
　商工中金は、政府系協同組織金融機関として県内
地場産業の活性化にも努めており、その一環としてス
ペースを提供し、また、岐阜婦人子供服（工組）では、
美濃市出身の武将古田織部の理念を「オリベイズム」と

して現代によみがえらせ、黒・緑・茶の三色が基本色の
オリベスクファッションを提案しており、双方が連携して
今回のファッション展開催に至った。
　商工中金の担当者は「今後
も県内の組合、地場産業の活
性化のため、展示等の企画が
あれば協力させて頂きたい。」
と述べた。興味を持たれた
組合は、中央会（０５８－２７７－
１１０２）までご連絡下さい。

商工中金でファッション展

　赤帽岐阜県軽自動車運送協同組合（矢野信和理事
長）は、配達車両に「子ども１１０ばん」のステッカー
を掲げ、地域の犯罪抑制や事故防止に努める活動を
開始した。
　この取り組みは、県が進める「安全・安心まちづ
くりフレンドリー企業」に登録をしたもので、９月
９日に行われた出発式では、県環境生活部の細田大

造次長から矢野理事長に承認書が手渡され、約２００
台が通常の業務と併せて、県内の巡回をスタートした。
　組合では、「組合員は運送
業務に携わっているため、
県内を移動する場面が多い。
子供や地域社会の安全のた
めに活動していきたい。」と
語り、社会貢献活動に積極
的に取り組んでいく。

赤帽が「こども 110 番車」出発式

　中央会は、県内中小企業の官公需の受注機会確保
の推進のため、８月２９日にぱるるプラザ岐阜で、県
をはじめ発注機関３２人、組合役職員１８人が出席し

「国等の契約の方針の説明会及び官公需問題懇談会」
を開催した。

　中小企業庁の栗原統括官公需対策官から「平成１８
年度中小企業者に関する国等の契約の方針」につい
ての説明があり、その中で、県・市町村に対して当
該制度の一層の周知に努める旨発言があった。続い
て、組合側より発注機関に対して、官公需適格組合
の積極的活用、中小企業者への受注機会の確保や分
離発注の推進などについて要望を行った。

中小企業への官公需受注機会の拡大

　中央会では、「中小建設業経営力向上支援セミ
ナー」を県内１１ヶ所で開催している。
　内容は、県中小企業支援センターの清水プロ
デューサーより「中小建設業が勝ち残るための経営
戦略について」をテーマに、企業が勝ち残るための
ヒントを紹介、本会の担当者から中小建設業者によ

る連携・提携の活用について説明し、希望者には個
別相談を実施している。
　なお、最終となる岐阜会場は９月２６日の１３時３０分
から岐阜総合庁舎で開催しますので、是非ご参加下
さい。また、当日出席できない方には個別に対応い
たしますので、組織指導チーム（０５８－２７７－１１０１）
までご連絡下さい。

中小建設業支援セミナー開催中！
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調査項目

業　　種

区

分

△△△▲△△窯 業 原 料窯

業

・

土

石

△△△△△▲石　 　 灰

▲△△△○△生 コ ン ク リ ー ト

△△△△△△砂 利 生 産

▲△△△△▲砕 石 生 産

▲○△▲△△鋳　 　 物鉄
鋼
・
金
属

△△△△△△刃物等金属製品 （輸出） 

△△▲△△△刃物等金属製品 （内需） 

△△△▲△○メ　 ッ　 キ

△△△△△△県 金 属 工 業 団 地一
般
機
械

△△△△△○可 児 工 業 団 地

○△△△△△金　 　 型

○○○○△△電 気 機 械 器 具電気
機器

○○○○△○輸 送 用 機 器輸送用
機　器

▲△○○△○各種物産品（観　 光）各

種

物
産
品 ▲△▲▲△▲各種物産品（ギフト）

△▲△○○△医 薬 品 卸卸

売

業

△△△△△△電 設 資 材 卸

▲▲△▲△▲陶 磁 器 産 地 卸

○▲△○○○機 械 ・ 工 具 販 売

△△△△○△青 果 販 売小

売

業

△△△△△△水 産 物 商 業

△△△▲▲△家 電 機 器 販 売

△△△○△○メ ガ ネ 販 売

△△△▲△▲中 古 自 動 車 販 売

△△△▲○○石 油 製 品 販 売

△△△△△▲共 同 店 舗（ 東 濃 ）

△△△△△△共 同 店 舗（ 飛 騨 ）

▲△▲△○△生 花 販 売

▲△▲△△△岐 阜 市 商 店 街商

店

街

△△△△△△大 垣 市 商 店 街

▲△▲▲△▲多 治 見 市 商 店 街

▲△▲▲△▲恵 那 市 商 店 街

△△△△△△高 山 市 商 店 街

△△△△△△自 動 車 車 体 整 備サ

ー

ビ

ス

業

△△△△△△自 動 車 タ イ ヤ 整 備

△△△△▲▲長 良 川 畔 旅 館

△△△△△△下 呂 温 泉 旅 館

△△△△△△高 山 旅 館

△△△△△△ク リ ー ニ ン グ

△△△△△△広 告 美 術

△△△△△△情 報 サ ー ビ ス 業

△△△▲△△映 像 制 作

△△△△△△飲　 食　 業

▲△△△△△ビ ル メ ン テ ナ ン ス

△△△△△○理 容 ・ 美 容 業

▲▲▲▲▲▲土 木 （ 岐 阜 地 区 ）建

設

業

▲▲▲▲▲▲土 木 （ 飛 騨 地 区 ）

▲△▲▲△▲土木・建築（羽島地区）

▲△▲▲▲△建築（各務原地区）

○▲△▲▲○鉄 構 造 物

▲▲▲▲▲△電 気 工 事

▲▲△▲△▲管 設 備 工 事

△△△△△▲建 築 板 金

△△▲△△△木 製 建 具

△△▲▲▲▲産直住宅（付知地区）

▲△△△△△貨 物 運 送（ 県 域 ）運
輸
業 ▲▲▲▲△▲軽 運 送

景
況
感

雇
用
人
員

資
金
繰
り

収
益
状
況

販
売
価
格

売
上
高

調査項目

業　　種

区

分

▲△△▲△△牛 乳 ・ 乳 製 品食

料

品

▲△▲▲△△豆 腐

△△△○△○食 肉 （ 国 産 ）

▲△△▲△△菓　 　 子

△△△○△△米　 　 菓

▲△▲▲○▲寒 天 水 産

△△△△△▲製 麺

△△△△△△撚　 糸繊

維

・

同

製

品

△△△△△△ニ ッ ト 工 業

△▲△△△△毛　 織　 物

△△△△△△合 成 繊 維 織 物

▲△△▲△▲メ ン ズ ア パ レ ル

――――――婦 人 ・ 子 供 服

▲△▲▲△▲縫　　 製（既製服）

△△△△△△製　 　 材木
材
・
木
製
品

△△△△○○銘　 　 木

△△△△△△集　 成　 材

――――――家 具 （ 飛 騨 地 区 ）

△▲△△○△東 濃 ひ の き

△△△○○○家　 庭　 紙紙
・
紙
加
工
品

▲△△△△△特　 殊　 紙

▲△△△○▲紙　 加　 工　 品

▲△▲▲△▲印　 　 刷印刷

▲△△▲△△プ ラ ス チ ッ ク化学
ゴム

▲▲△▲▲▲陶 磁 器 （ 工 業 ）窯
業
・
土
石

▲△▲△△▲陶 磁 器 （ 輸 出 ）

△△△▲○△タ イ ル

県内中小企業主要業種の景気動向
（８月末調査）

表の見方：売上～景況感：○好転・増加　△変わらず　▲悪化・減少

景況感４ヶ月ぶりに改善、悪化止まる
主要指標も前月の大幅減少が回復

８月景況調査

中央会が主要業種８５組合（うち８３組合による集計）を対象
にまとめた『８月の特色』は次のとおり。
〔８月の特色〕組合から見た県内中小企業の特色は①景況

感４ヶ月ぶりに改善、悪化止まる、②主要指標も前月の大幅
減少が回復―となっている。

８月の景気動向を前年同月比景況感ＤＩ値で見ると、ＤＩ値
はマイナス３１となり、前月のマイナス３４に対し３ポイントの
改善となっている。４ヶ月連続の悪化の後、緩やかな改善の
動きとなった。

他の主要な調査項目のＤＩ値は、前月比で売上高１３ポイント、
販売価格７ポイント、収益状況１４ポイントとそれぞれ大幅な
改善の動きとなった。特に、販売価格ＤＩ値はプラスに転じ、
好転となっている。改善要因は、売上高ＤＩ値、販売価格ＤＩ値、
収益状況ＤＩ値ともに悪化から不変への変化が大きく、前月の
大きく下降した動向に対する反動の形となっている。

業種別に景況動向として、特徴的なものとしてあげられる
ものは、概ね前月と同様、一般機械、輸送用機器の堅調持続、
建設では厳しい状況が続いていることである。

コメントによれば、業況の低迷要因として、原油価格上昇
による原材料費、燃料費の上昇と価格転嫁難の収益圧迫を指
摘する意見が依然強く、一部に価格転嫁への理解が得られた
業種も見られるが、多くの業種では、収益面は依然として厳
しい状況が続いている。
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海 外 駐 在 員 レ ポ ー ト

ニューヨークの日本食事情　　　
　　　　　　　～日本食ブーム継続中！～

ニューヨーク駐在員　早川　真生

■ニューヨークでの生活実感
　ニューヨークは日本食ブームが依然続いており、
消費者の健康志向、グルメ志向を背景として、日本
食レストランは常に人気上位にランキングされ、ヘ
ルシーかつちょっとお洒落で洗練された料理として
のイメージも定着している。このような現象に米国
のトップシェフ達も日本の食材や食器具への関心を
一層高めており、フレンチやイタリアンなどでも、
新しい料理のジャンルで日本産品が幅広く利用され、
その存在が一般へも浸透しつつある。
　買い物に出かけると、街角の小さな商店が日本製
の調味料やお菓子まで棚に並べていることも珍しく
なく、大型日系スーパーへ行けば日本と遜色ない品
揃えのため、食材の入手には事欠かない。また、日
本の食器や厨房用品を輸入し、店内で和包丁を研ぎ
ながら実演販売している店まである。それらの購入
者は、もちろん日本人だけとは限らない。
　それに加え、店の規模・業態とも様々な日本食レ
ストランが存在し、その数は、手元の日本人向け電
話帳によると、マンハッタン内だけでも軽く１００軒
を超えている。加えて、流行のフュージョン系レス
トラン（各国の料理の要素を融合させた新しい形態
の料理）や日本人向けでないと思われる日本食レス
トラン（?!）など、メニューとして日本食を取り扱う
レストランはその数倍あることは間違いない。
　いずれにしても、日本食はもとより、新しい分野
での日本の食材、食器具等のさらなる普及の素地が
十分醸成されつつあるということは、ニューヨーク
で生活する日本人誰もが感じていることだろう。

■日本酒展示会の開催
　こうした状況の中、９月６日、マンハッタン七番
街で日系輸入販売業者の主催により、SAKE & 
SHOCHU Fair in NY と銘打った日本酒展示会が開催

された。日本食とともに日
本酒の人気も高まっており、
ニューヨークの小売業者、
飲食店、報道関係者に商品
をＰＲするため、日本各地か
ら２０以上の蔵元がブースを
構えた。
　岐阜県からも、三輪酒造

（大垣市）と天領酒造（下呂
市）の２軒の蔵元が参加され
た。両蔵元の酒はすでに米
国内で流通・販売されているが、展示会を通して新
たなファン獲得を目指しているとのことで、招待客
の関心を大いに集めていた。
　財務省（日本）の貿易統計によると、２００５年の一
年間に、総量で２,９９７��（対前年比１４.６％増）、金額
にして２６億３百万円（対前年比２３.８％増）の日本酒
が、日本から米国へ輸出されている。わずか５年前
の２０００年の数値と比較した場合、総量では約１.７倍、
金額では約２.４倍に増加しており、米国における日本
酒の消費量の大幅な上昇をうかがい知ることができ
る。

■今後の展望
　今年２月、ジェトロ・ニューヨーク・センターが
中心となり、アメリカにおける日本の食文化を広く
普及するため、日本食関連の有識者・企業・団体な
どが情報共有し連携・協力していく場として、「日本
食文化推進協議会」が設立された。
　その具体的な取組として、毎年３月にニューヨー
ク で 開 催 さ れ る 食 の 国 際 見 本 市 International 
Restaurant and Food Service Showにおいて、来年から
ジェトロが「ジャパン・パビリオン」を設置するこ
ととなった。来場者は２万人が見込まれていること
から、米国内外の食関係者に対し、日本産の「食材・
食品」と器やキッチン用品などの「食周り品」を総
合的にアピールし、「日本食文化」にまつわる多様な
日本産品について、米国市場における新たな需要を
喚起する絶好の機会となりそうだ。
　さらに、見本市期間中、別会場でのフードフェス
タ、日本食文化シンポジウムなどの企画イベント、
協力レストラン参加による日本食レストランウィー
クなどからなる日本食文化フェスティバル（Flavors 
of Japan-Gastronomic Discovery）の開催も計画されて
いる。
　この一連の取組が順調に進むようならば、来年が
ニューヨークにおける日本の食文化のさらなる飛躍
の年になるだろう。����������	
���
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平成１８年度 中 小 企 業 組 合 検 定 試 験
主催／全国中小企業団体中央会　　後援／中小企業庁　　協力／岐阜県中小企業団体中央会

★組合活性化のために１組合１組合士！
組合事務局拡充、強化のため、組合に中小企業組合士
を置きましょう。

 平成１８年度「中小企業組合検定試験」受験概要 
　

受験資格：中小企業組合の業務に従事している人、または
将来従事しようとする人。

試 験 日：平成１８年１２月３日（日）
試 験 地：名古屋、その他１９会場
受付期間：１０月１３日（金）まで
受 験 料：５,０００円（一部免除者は３,０００円）
試験科目：「組合会計」「組合制度」「組合運営」
科目免除：３科目のうち、過去３年前までの試験において

合格点に達している科目については、申請によ
り科目の受験が免除されます。

受験資格：中小企業組合の業務に従事している人、あるい
は将来従事しようとする人であれば、どなたで
も受験できます。

試験時間：組合会計　　１０時～１２時
　　　　　組合制度　　１３時～１４時２０分
　　　　　組合運営　　１４時４０分～１６時
試験方法：筆記試験で行われます。組合会計に限って計算

問題が出題される事があるので、そろばん又は
電卓の持ち込みが許されます。

合格発表：３月１日の予定です。
そ の 他：受験願書は中央会にあります。
組合士の認定：中小企業組合検定試験に合格し、中小企業

組合又はこれに準ずる機関において３年
以上の実務経験を有する人には申請によ
り組合士の称号が与えられます。

☆昨年度の状況☆　　受験者数：３５５名　　合格者数：１４１名（合格率は３９.７％）
　
　 中小企業組合士制度のねらい 

●中小企業の発展のために・・・
　中小企業組合は、中小企業の経営を強化するために重要な組織体です。
●組合の力を更に伸ばすために・・・
　中小企業組合が、多様化する時代の要請に応えて活発な事業活動を展開していくためには優れた役職員
あってこそです。
●組合従事者にプライドを・・・
　中小企業組合に従事する者がプライドをもって組合活動に専念し、自己啓発を進めるための目標になります。
　
※ワンポイントアドバイス
　いずれの試験科目も記述式の問題が用意されています。その他、穴埋め式や選択式の問題が出題されます。
過去問題をより多く解く事により、出題傾向がつかめると思いますので、挑戦してみて下さい。
　
　【問い合わせ先】
　　　岐阜県中小企業団体中央会　組織指導チーム　℡０５８－２７７－１１０１

☆組合士の試験問題にチャレンジ！
　次に掲げた文章のうち、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律上、正しいものは○
印、誤っているものは×印を記入しなさい。（解答は８頁の欄外）
　
　①事業協同組合の１組合員の出資口数は、出資総口数の１００分の２０を超えてはならない。 　　　　　 　　 

　②代表理事の変更の登記は、同一人が代表理事に再選した場合も必要である。 　　　　　　　　　　 　　 

　③員外役員は、理事、監事とも定数の３分の１未満でなければならない。 　　　　　　　　　　　　 　　 
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組合クリニック（組合相談Ｑ＆Ａ）

　組合から相談のあったケースをご紹介します。

　中央会では、組合訪問によるご相談を行っております。貴組合において相談事項があればどんな事でも構

いませんので、中央会（０５８－２７７－１１００）までご連絡下さい。

☆ケース１

Ｑ．協同組合では、組合員以外の者に組合の事業を利用させることが出来るとのことですが、制限はありま
すか？また、定款に員外利用についての定めをしておくべきですか？

Ａ．員外利用について、中小企業等協同組合法第９条の２第３項で、「事業協同組合は、組合員の利用に支障
がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における
組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十
を超えてはならない。」と規定されているため、その範囲内において員外利用が許されます。

　　また、同条文中には「定款に定めるところにより」の規定がなされていないため、定款に員外利用の規
定を設定しなくとも利用させることも可能です。また、逆に必ずしも禁止規定を定款に置かなくとも利用
させないことも出来ます。員外利用の可否は「組合員の利用に、支障がない場合」に限られているもので
あって、利用させるかどうかは組合内部の契約であり、かつ員外者が組合の施設を利用することは、当然
の「権利」として認められている性格のものでないことなどからも理解できます。

　　なお、員外利用については、一定の条件を満たした場合の特例がありますので、詳しくは中央会へお尋
ね下さい。

☆ケース２

Ｑ．組合役員の全員から任期の途中において辞任の申し出がありました。そこで、改めて臨時総会を開催し、
新しく役員を選出しましたが、後任者の任期は前任者の残任期間となりますか？それとも新たに定款に記
載された任期を起算すべきですか？

Ａ．定款に定められた役員の任期は役員に選任された個々の人に与えられる在任の期間です。したがって、
残任期間の定めがなければ補欠の役員に対しても定款による任期が与えられます。しかしながら、一般的
に全員の役員の任期をそろえるための技術的な方法として、補欠の役員に対し残任期間の定めを設けるの
が通例となっています。このケースのように役員の全員が辞任した場合には、補欠の役員という概念はな
くなり、新たに任期を起算するものと解されます。

ケース３

Ｑ．本年５月の会社法施行により、理事会、総会の議事録の署名について変更点はありますか？
Ａ．５月１日の会社法の施行に伴い組合法が改正され、理事会、総会議事録についても変更がありました。

①理事会議事録については、商法を準用してきましたが、改正により組合法第３６条の７で正条文化され、
組合法施行規則で定めるところにより議事録を作成し、出席理事が署名又は記名押印することが明示さ
れました。

②総会議事録についても、改正により組合法第５３条の３が新設され、理事会議事録と同様に組合法施行規
則で定めるところにより作成することになりますが、これまで必要であった議長及び出席理事の署名に
ついては不要となりました。しかし、既存の組合は、定款において署名又は記名押印を義務付けていま
すので、従来どおり必要となります。署名又は記名押印を省く場合は定款変更が必要となります。

③また、これまで署名を記名押印で対応されていると思いますが、「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」
の廃止により、署名を記名押印に代えることができなくなりましたので、定款で「議事録に署名する」
と規定されている場合はご注意下さい。

④その他、組合法施行規則に規定される理事会、総会議事録に関する事項についての詳細は中央会にお尋
ね下さい。
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６頁の答え　①＝× 　②＝○ 　③＝×

　　　　　　　　中央会　研修会・懇談会等の下期（１０月～３月）予定表

開催地テーマ（内容等）種別日月

岐阜市
〃

大垣市
高山市
土岐市
下呂市
関市

高山市
岐阜市

大学活用セミナー「大学は中小企業のパートナー」
連携組織化活用パワーアップシンポジウム
　基調講演：「ＬＬＰの活用戦略」
　パネルディスカッション「ＬＬＰの活用事例」
パソコン研修（Excel ビジネス活用（売上分析）講座）
　　　〃　　　（　　　　　　　〃　　　　　　　　　）
　　　〃　　　（Excel マクロ／ VBA 入門講座）①②
商業問題懇談会「２１世紀を乗り切るための共同店舗運営の方策」
パソコン研修（ブログ簡単ホームページ作成講座）①
　　　〃　　　（PhotoShop 基礎（魅せる画像編集）講座）
組合事務局代表者懇談会

懇談会
シンポジウム

研修会
〃
〃

懇談会
研修会

〃
懇談会

５
１７

１９
〃

１９・２４
２０
２６
〃
〃

１０

県下　　
５会場

県下　　
３会場
関市

高山市
大垣市
高山市
岐阜市
大垣市

〃
岐阜市

〃

中小企業連携組織活用ミーティング
７日（高山市）・８日（大垣市）・１５日（岐阜市）
２２日（多治見市）・２９日（美濃加茂市）
組合法の改正研修会
７日（高山市）・１５日（岐阜市）・２２日（多治見市）
パソコン研修（ブログ簡単ホームページ作成講座）②
組合事務局代表者懇談会
パソコン研修（PhotoShop 基礎（魅せる画像編集）講座）
　　　〃　　　（ブログ簡単ホームページ作成講座）①②
女性部活動支援研修会
パソコン研修（PowerPoint ビジネス活用講座）
　　　〃　　　（ブログ簡単ホームページ作成講座）①
産業廃棄物対策研修会
中小企業団体情報連絡員全体会議

個別相談会

研修会

研修会
懇談会
研修会

〃
〃
〃
〃
〃

懇談会

上旬　
～下旬

上旬　
～下旬

２
７
８

９ ･１６
１４
１６
２２
下旬
〃

１１

岐阜市
〃

岐阜市
大垣市

仕事と生活の調和のとれた働き方に係る普及セミナー
第２回研修生受入組合運営研修会
新分野進出・新事業展開セミナー
パソコン研修（ブログ簡単ホームページ作成講座）②

研修会
〃
〃
〃

上旬
〃
〃
６

１２

岐阜市

大垣市

ものづくり新法研修会（組合青年部資質向上研修会）
　「ものづくり新法」の概要説明と先進事例紹介
リサイクルフォーラム

研修会

懇談会

下旬

〃
１

岐阜市
〃

官公需フォーラム
産業廃棄物対策懇談会
　「産業廃棄分の適正処理対策」「産業廃棄物対策の現状と今後の課題」

懇談会
〃

上旬
中旬２

土岐市
岐阜市

青年部講習会「求められるリーダー像」（予定）
税制問題研修会「平成１９年度税制改正の大綱」

講習会
研修会

上旬
中旬

３

※各種事業の詳細については、別途ご案内致します。ご確認頂きお申込み等をお願いします。

　中央会が後援する�２１世紀職業財団の「仕事と家
庭を考えるセミナー」が１０月２１日�の１３時３０分から、
ウェルサンピア岐阜で開催される。㈱資生堂の岩田
喜美枝取締役執行役員の基調講演をはじめ、「より
魅力ある企業づくりに向けて」をテーマに、未来工
業㈱の山田昭男取締相談役、県総合企画部の古川芳
子少子化対策次長との鼎談も行われる。
　詳しくは、同財団岐阜事務所（０５８－２６６－５０３３）
までお問い合わせ下さい。

「仕事と家庭を考えるセミナー」のご案内
　県内の地場産業企業が求めるデザインに関する幅
広い支援要請に対応するため、「デザインアドバイ
ザー派遣事業」が実施されている。この事業は、デ
ザインに関する専門知識を持った経験豊富なデザイ
ンアドバイザーを企業へ直接派遣し、商品のデザイ
ン開発などでの実践的なアドバイスを行うものです。
　詳しくは、（財）岐阜県産業デザインセンター内、
オリベデザインセンター企画運営課（０５８－２６５－
１０８１）までお問い合わせ下さい。

デザインアドバイザー派遣事業のご案内

　県下の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバ
イト・外国人技能実習生等すべての労働者とその使
用者に適用される「岐阜県最低賃金」が１０月１日か
ら時間額６７５円（４円引き上げ）に改正されます。最

低賃金に反する労働契約は無効とされ、最低賃金額
と同額の定めをしたものとみなされます。詳しくは、
岐阜労働局賃金室（０５８－２４５－８１０４）又は、最寄り
の労働基準監督署まで。
　なお、産業別最低賃金については、今後、審議さ
れる予定です。

県最低賃金の改正について
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１０

１１

（水）

１０

２０

（金）

　
　

岐
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月　

日　
　
　

時
〜　

時　

東
美
濃
ふ
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セ
ン
タ
ー

１０

１０

（火）

１３

１６

〈８月２１日～３１日〉

２５日　はつらつ職場づくり推進会議（グラン
ヴェール岐山）

　　　関テクノハイランド進出企業との交流会
（ラ・マーレ）

２９日　官公需問題懇談会（ぱるるプラザ岐阜）
３１日　ぎふ少子化対策県民連携会議「仕事と家

庭両立部会」（県議会棟）
　　　岐阜県産業振興懇談会（県議会棟）
〈９月１日～２０日〉

７日　岐阜県消費者行政検討委員会（県議会棟）
１９日　ぎふ少子化対策県民連携会議（県議会棟）
２０～２３日　中央会役員懇談会 in 上海

� ������������������������������������������������

� ������������������������������������������������

〈十月中〉
５日　大学活用セミナー

（１３時３０分～／県民
ふれあい会館）

１７日　連携組織化活用パワーアップセミナー（１３時
３０分～／県民ふれあい会館）

２６日　組合事務局代表者懇談会（１５時～／未来会
館）

パソコン研修【エクセルマクロ】１９・２４日（土岐市）
【エクセルビジネス活用】１９日（大垣市・高山市）
【ブログ簡単ホームページ】２６日（関市）
【フォトショップ基礎】２６日（高山市）

この広報紙は岐阜県からの助成を受けています。

　県下２会場（岐阜市・高山市）で「事務局代表者
懇談会」を開催します。組合役員の皆様、組合の事
務局長様などにご参加頂き、意見交換会を行います。
また、交流会も予定しておりますので、お気軽にご
参加下さい。

【岐阜会場】　１０月２６日（木）１５時から　未来会館
【高山会場】　１１月７日（火）１５時から　飛騨・世界

文化センター
　なお、１１月７日は、１３時３０分から「改正組合法」
研修会も実施しますので、併せてご出席下さい。詳
細は郵送にてご案内しますので、ご確認いただき多
数のお申込みをお待ちしております。

事務局代表者懇談会にご出席下さい！

　中小企業が抱える技術課題や商品開発に関する悩
みなどの解決策の一つとして、大学の活用がありま

す。そこで「大学は中小企業のパートナー」をテー
マに懇談会を開催します。

【日時】１０月５日（木）１３:３０～１５:３０
【場所】県民ふれあい会館 レセプションルーム

大学活用セミナーのご案内

　あなたの会社が健全経営でも取引先の倒産という
事態はいつ起こるかわかりません。「中小企業倒産
防止共済」は、そのような不測の事態に直面された
中小企業者の方々に迅速に資金をお貸しする共済制
度です。同制度は、中小企業倒産防止共済法に基づ
く制度で、国が全額出資する（独）中小企業基盤整備
機構が運営しており、毎月一定の掛金を積み立てて
頂いた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、積
み立てた掛金総額の１０倍の範囲内（最高３,２００万円ま

で無担保・無保証人・無利子、返還期間は５年の毎
月均等償還）で回収困難な売掛債権等の額以内の貸
し付けを受けることができます。（これまでの加入
累積件数９２万件）
　お問い合わせは、広報・事業チーム。

職員採用＆異動のお知らせ
【新規採用（９月１日付け）】
　管理調整チーム　大谷明美（オオタニアケミ）

【異動】
　組織指導チーム　富田律子（管理調整チーム）

「取引先の倒産」という万一に備えて !!

　昨年に制度化されたＬＬＰ（有限責任事業組合）
などの連携組織について、その有効活用法を知って
頂くため、「中小企業組織化戦略のすすめ」を開催し
ます。シンポジウムでは、『さおだけ屋はなぜ潰れ
ないのか？』の著作で有名な山田真哉氏も参加する

「インブルーム有限責任事業組合」の宮崎剛税理士か
らの基調講演のほか、ＬＬＰの活用事例についてパ
ネルディスカッションを行います。また、県下５会
場でその具体的な設立方法等について個別相談会を
実施致しますので、参加をお願いします。
１．連携組織活用パワーアップシンポジウム
　１０月１７日（火） １３：３０～１５：３０  県民ふれあい会
館 中会議室
【基調講演】 「ＬＬＰの活用戦略」　講師＝税理士 
宮崎剛氏
【パネルディスカッション】 コーディネーター＝宮
崎剛氏　パネラー＝田端剛爾氏（ＬＬＰトライアウ

トえひめ）・横井裕一氏（商店舗ＬＬＰ）
２．中小企業連携組織活用ミーティング

開催予告！改正組合法の研修会

　本年５月施行及び来年４月施行予定の組合法等の
改正に伴う研修会を開催します。開催日時は次のと
おり。詳細は、本紙１０月号にてお知らせします。

中小企業経営者の皆さん、「中小企業組織化戦略のすすめ」を開催します！

開催場所開催日時

高山市　飛騨総合庁舎　厚生１会議室１１月７日（火） １０：３０～１２：００

大垣市　西濃総合庁舎　５－１会議室１１月８日（水） １０：３０～１２：００

岐阜市　岐阜総合庁舎　３東１会議室１１月１５日（水） １０：３０～１２：００

多治見市　東濃西部総合庁舎　５南会議室１１月２２日（水） １０：３０～１２：００

美濃加茂市　可茂総合庁舎　５－１会議室１１月２９日（水） １０：３０～１２：００

開催場所開催日時

高山市　飛騨・世界生活文化センター　会議室１１１月７日（火） １３：３０～１５：００

岐阜市　岐阜総合庁舎　大会議室１１月１５日（水） １３：３０～１５：００

多治見市　東濃西部総合庁舎　大会議室１１月２２日（水） １３：３０～１５：００


